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国家安全保障基本法案 （概要） 

平成 24年 7月 4日 

 

 

第１条 （本法の目的） 

 本法は、我が国の安全保障に関し、その政策の基本となる事項を定め、国及び地方

公共団体の責務と施策とを明らかにすることにより、安全保障政策を総合的に推進し、

もって我が国の独立と平和を守り、国の安全を保ち、国際社会の平和と安定を図るこ

とをその目的とする。 

 

 

第２条 （安全保障の目的、基本方針） 

 安全保障の目的は、外部からの軍事的または非軍事的手段による直接または間接の

侵害その他のあらゆる脅威に対し、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合して、こ

れを未然に防止しまたは排除することにより、自由と民主主義を基調とする我が国の

独立と平和を守り、国益を確保することにある。 

２ 前項の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本方針とする。 

一 国際協調を図り、国際連合憲章の目的の達成のため、我が国として積極的に寄

与すること。 

二 政府は、内政を安定させ、安全保障基盤の確立に努めること。 

三 政府は、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整備するとともに、統合運用

を基本とする柔軟かつ即応性の高い運用に努めること。 

四 国際連合憲章に定められた自衛権の行使については、必要最小限度とすること。 

 

 

第３条 （国及び地方公共団体の責務） 

 国は、第２条に定める基本方針に則り、安全保障に関する施策を総合的に策定し実

施する責務を負う。 

２ 国は、教育、科学技術、建設、運輸、通信その他内政の各分野において、安全保

障上必要な配慮を払わなければならない。 

３ 国は、我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、

法律上・制度上必要な措置を講ずる。 

４ 地方公共団体は、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、安全保

障に関する施策に関し、必要な措置を実施する責務を負う。 

５ 国及び地方公共団体は、本法の目的の達成のため、政治・経済及び社会の発展を

図るべく、必要な内政の諸施策を講じなければならない。 

６ 国及び地方公共団体は、広報活動を通じ、安全保障に関する国民の理解を深める

ため、適切な施策を講じる。 

 

 

第４条 （国民の責務） 

 国民は、国の安全保障施策に協力し、我が国の安全保障の確保に寄与し、もって平

和で安定した国際社会の実現に努めるものとする。 
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第５条 （法制上の措置等） 

 政府は、本法に定める施策を総合的に実施するために必要な法制上及び財政上の措

置を講じなければならない。 

 

 

第６条 （安全保障基本計画） 

 政府は、安全保障に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国の安全保

障に関する基本的な計画（以下「安全保障基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 安全保障基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 我が国の安全保障に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、安全保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安全

保障基本計画を公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、安全保障基本計画の変更について準用する。 

 

別途、安全保障会議設置法改正によって、 

・安全保障会議が安全保障基本計画の案を作成し、閣議決定を求めるべきこと 

・安全保障会議が、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合するため、各省の施策を

調整する役割を担うこと 

を規定。 

 

 

第７条 （国会に対する報告） 

 政府は、毎年国会に対し、我が国をとりまく安全保障環境の現状及び我が国が安全

保障に関して講じた施策の概況、ならびに今後の防衛計画に関する報告を提出しなけ

ればならない。 

 

 

第８条 （自衛隊） 

 外部からの軍事的手段による直接または間接の侵害その他の脅威に対し我が国を防

衛するため、陸上・海上・航空自衛隊を保有する。 

 

２ 自衛隊は、国際の法規及び確立された国際慣例に則り、厳格な文民統制の下に行

動する。 

３ 自衛隊は、第一項に規定するもののほか、必要に応じ公共の秩序の維持に当たる

とともに、同項の任務の遂行に支障を生じない限度において、別に法律で定めるとこ

ろにより自衛隊が実施することとされる任務を行う。  

４ 自衛隊に対する文民統制を確保するため、次の事項を定める。 

一 自衛隊の最高指揮官たる内閣総理大臣、及び防衛大臣は国民から選ばれた文民

とすること。 

二 その他自衛隊の行動等に対する国会の関与につき別に法律で定めること。 
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第９条 （国際の平和と安定の確保） 

 政府は、国際社会の政治的・社会的安定及び経済的発展を図り、もって平和で安定

した国際環境を確保するため、以下の施策を推進する。 

一 国際協調を図り、国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取組に我が国と

して主体的かつ積極的に寄与すること。 

二 締結した条約を誠実に遵守し、関連する国内法を整備し、地域及び世界の平和

と安定のための信頼醸成に努めること。 

三 開発途上国の安定と発展を図るため、開発援助を推進すること。なおこの実施

に当たっては、援助対象国の軍事支出、兵器拡散等の動向に十分配慮すること。 

四 国際社会の安定を保ちつつ、世界全体の核兵器を含む軍備の縮小に向け努力し、

適切な軍備管理のため積極的に活動すること。 

五 我が国と諸国との安全保障対話、防衛協力・防衛交流等を積極的に推進するこ

と。 

 

 

第１０条 （国際連合憲章に定められた自衛権の行使） 

 第２条第２項第４号の基本方針に基づき、我が国が自衛権を行使する場合には、以

下の事項を遵守しなければならない。 

一 我が国、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの武力攻

撃が発生した事態であること。 

二 自衛権行使に当たって採った措置を、直ちに国際連合安全保障理事会に報告す

ること。 

三 この措置は、国際連合安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措

置が講じられたときに終了すること。 

四 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、

その国に対する攻撃が我が国に対する攻撃とみなしうるに足る関係性があること。 

五 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、

当該被害国から我が国の支援についての要請があること。 

六 自衛権行使は、我が国の安全を守るため必要やむを得ない限度とし、かつ当該

武力攻撃との均衡を失しないこと。 

２ 前項の権利の行使は、国会の適切な関与等、厳格な文民統制のもとに行われなけ

ればならない。 

 

別途、武力攻撃事態法と対になるような「集団自衛事態法」（仮称）、及び自衛隊法

における「集団自衛出動」（仮称）的任務規定、武器使用権限に関する規定が必要。 

 当該下位法において、集団的自衛権行使については原則として事前の国会承認を必

要とする旨を規定。 
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第１１条 （国際連合憲章上定められた安全保障措置等への参加） 

 我が国が国際連合憲章上定められ、又は国際連合安全保障理事会で決議された等の、

各種の安全保障措置等に参加する場合には、以下の事項に留意しなければならない。 

一 当該安全保障措置等の目的が我が国の防衛、外交、経済その他の諸政策と合致

すること。 

二 予め当該安全保障措置等の実施主体との十分な調整、派遣する国及び地域の情

勢についての十分な情報収集等を行い、我が国が実施する措置の目的・任務を明確に

すること。 

 

 本条の下位法として国際平和協力法案（いわゆる一般法）を予定。 

 

 

第１２条 （武器の輸出入等） 

 国は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保するとの観点から、防衛に資する産

業基盤の保持及び育成につき配慮する。 

２ 武器及びその技術等の輸出入は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保すると

の目的に資するよう行われなければならない。特に武器及びその技術等の輸出に当た

っては、国は、国際紛争等を助長することのないよう十分に配慮しなければならない。 


